
ごみの収集

資源物（プラ容器・ペットボトル）
▶�資源物（プラ容器、古紙・古布）

収集地区 プラ容器 古紙・古布
A面地区およびB面地区 第1、3、5水曜日 第2、4水曜日

▶�資源物（ビン、缶／ペット）
収集地区 ビン 缶／ペット
A面地区 第1、3火曜日 第2、4火曜日
B面地区 第2、4火曜日 第1、3火曜日

※�年末年始や1月は通常のごみの収集と異なる場合がありま
す。「取手市ごみ分別収集カレンダー」をご覧ください。

※�あきビンは専用のコンテナを集積所に設置します。
3色に分別してビンのみ直接出してください。

収集日
可燃ごみ・不燃ごみ

Ａ
面
地
区

南部地区
青柳（県道取手谷中線より西側）、青柳1丁目、井野1～3丁目、
井野団地、取手2丁目17～19番、取手3丁目、東5丁目4番（一
部）、台宿1・2丁目、東2丁目2～5番、井野（常磐線より東側）
中部地区
井野台1～5丁目、桑原、寺田（常総線より北側）、中原町、井野
（常磐線より西側）、本郷1～5丁目、駒場1～4丁目11番
西部地区
新取手1～5丁目、寺田（大山地区）、貝塚、駒場4丁目12～28
番、市之代、上高井（常総線より北側）、下高井、野々井（常総線
より北側）、米ノ井（常総線より北側）、ゆめみ野
北部地区
岡、和田、山王、神住、配松、中内、椚木、藤代（県道208号より
北側）、谷中（県道208号より北側）、宮和田（県道208号より北
側）、片町（県道208号より北側）、毛有（国道6号より北側）、清
水（国道6号より北側）、小浮気、新川、双葉、大曲、浜田、紫水、上
萱場、下萱場、萱場
※県道208号（旧国道6号）より北側=藤代庁舎側

 資源物（プラスチック製容器包装〔プラ容器〕・
ペットボトル・あき缶・あきビン・古紙・古布）

収集地区 可燃ごみ 不燃ごみ
A面地区および

B面地区 月・木曜日 金曜日

資源物は地区により収集日が異なります。

問合せ 環境対策課

Ｂ
面
地
区

南部地区
小文間、長兵衛新田、吉田、台宿（1・2丁目以外）、小堀、青柳（県
道取手谷中線より東側）、取手1丁目、取手2丁目1～16番、東1
丁目、東2丁目1・6～9番、東3・4丁目、東5丁目1～3、4（一部）・
5～8番、東6丁目、井野（県道取手谷中線より東側）
中部地区
寺田（常総線より南側）、西1・2丁目、新町1～6丁目、中央町、白
山1～8丁目、稲
西部地区
戸頭1～9丁目、戸頭、上高井（常総線より南側）、野々井（常総
線より南側）、米ノ井（常総線より南側）
東部地区
藤代（県道208号より南側）、谷中（県道208号より南側）、宮和
田（県道208号より南側）、片町（県道208号より南側）、毛有
（国道6号より南側）、清水（国道6号より南側）、藤代南、平野、
桜が丘、光風台、中田、米田、小泉、渋沼、高須、押切、大留、神浦
※県道208号（旧国道6号）より南側=藤代駅側
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▶�第1、2、4、5週…�
�ビニール、プラスチック製容器包
装以外のプラスチック類

※プラマークがないものが対象です。
・�プラスチック（おもちゃ、食器、植木
鉢、ボールペンなどの文具、洗面器、
バケツ、ビニールサンダル、歯ブラ
シ、飲料パックのストロー、弁当の
スプーンなど）

・�皮革、ゴム、ホース、ビデオテープ、
CDなど
▶第3週…�金属類、割れ物
・�金属（鉄、アルミ、ステンレス）
・�セトモノ（ガラスくず、ガラス製食
器、耐熱ガラスなど）

・�傘（傘の先が出ても収集可能。袋は
しばってください）

・�刃物（カミソリ・包丁などは触れた
人が、けがをしないように、紙など
に包んでください）

・�コード類・小型家電（トースター、ド
ライヤー、電気カミソリなど指定袋
に入るもの）など

※�常総環境センターでは金属類・割れ物専用の指定袋（黄色）
を新たに作成しました。

　�令和8年4月1日以降、不燃ごみ指定袋（青色）での「金属類・
割れ物」の排出はできません。

※�使用済みの小型家電品（レアメタル）の回収品目に該当す
るものは、市内に設置されている小型家電品回収ボックス
に入れてください。

不燃ごみの出し方

せともの ゴム長・傘・
バンドなど

ガラス

可燃ごみの出し方
　台所の生ごみは水分をよく切っ
て出しましょう。
　食用油などは新聞紙、布などにし
みこませて出しましょう。
　紙おむつなどは、汚物を取り除い
て出しましょう。
　中身が出ないように指定袋をき
ちんとしばって出しましょう。

※大部分のイラストは「経済産業省HP」より引用しております。

長さ50cm、直径5cm以内に切り、乾燥させてください。
　持ち運びできる範囲で束ねてひもでしばって出して
ください。

枝木・植木を出す時の注意点

魚くず・野菜くず

タバコの吸殻

おむつ

紙くず

枝木・植木
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あきビンの出し方
1　キャップを取る
　プラスチック製のものはプラ容器へ、金属製のもの
はあき缶へ。中ぶたは取り除く必要はありませんが、一
体となっているもので、キャップをちぎれるものはち
ぎってください。
2　中をさっと洗う
　ラベルをはがす必要はありません。ただし金属製の
シールや密封シールははがしてください。
飲食用のあきビンに限ります。

　次のものは不燃ごみとして出してください。
　耐熱ガラス・陶磁器類・化粧品のビン・乳白色のビン・
ガラス製の食器・板ガラス
※中身の入っている農薬・劇薬はごみとして出せません。
3　コンテナにはビン以外のものは入れない
　指定されたコンテナに3色（無色・茶色・その他の色）
に分けてビンのみ直接出してください。
　入れるときは横にねかせて入れてください。
　ビンを入れてきた袋（容器）は持ち帰ってください。
　決められた集積所に出してください。
　当日の朝8時までに出してください。
※ビールのビンなどのリターナブルビンは販売店にお持ち
ください。

プラスチック製容器包装（プラ容器）の出し方
　「プラ」のマークが付いていること
を確認してください。
　中身を使い切ってください。
　汚れている物は軽くすすいでくだ
さい。
　資源物専用の袋に入れ、プラス
チック製容器包装を○で囲んでくだ
さい。

ペットボトルの出し方
　「ペットボトル」のマークが付いて
いることを確認してください。
　ふた・ラベルはプラスチック製容
器包装として出してください。
　洗って水気を切ってつぶしてくだ
さい。
　資源物専用の袋に入れ、ペットボ
トルを○で囲んでください。

あき缶の出し方
ジュース・ビール類のスチール缶・

アルミ缶、中身を使い切り穴を開けた
スプレー缶、スチール・アルミ製の鍋・
やかん類、ビンのキャップ類（スチー
ル製、アルミ製品のもの）などは水洗
いし、なるべくつぶしてください。
　資源物専用の袋に入れ、あき缶を
○で囲んでください。
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　小型家電には金、銀、銅やレアメタルと呼ばれる希少
な金属が多く含まれています。しかし、そのほとんどは
捨てられて、処分されています。希少な金属を再利用す
るために、使用済の小型家電を回収します。

使用済小型家電の回収

回収ボックス設置場所 所在地
取手市役所 取手市寺田5139
藤代庁舎 取手市藤代700
ふじしろ図書館 取手市藤代415
福祉会館 取手市東1-1-5

取手駅前窓口 取手市新町1-9-1
（リボンとりでビル3階）

戸頭公民館 取手市戸頭6-30-1
取手グリーンスポーツセンター 取手市野々井1299
カスミ取手店 取手市青柳385
カスミ藤代店 取手市藤代641
株式会社斎藤英次商店取手営業所 取手市山王1474

回収方法
　次の場所に回収ボックスを設置していますので、投
入口から入れてください。

回収品目（縦15cm×横30cm×奥行き
20cm未満のもの）

　携帯電話、スマートフォン、電話機、ラジオ、デジタル
カメラ、ビデオカメラ、CD・MDプレーヤ、ICレコーダ、
ハードディスク、メモリーカード、電子辞書、電卓、電子
血圧計、電子体温計、ヘアードライヤー、電気かみそり、
時計、電動歯ブラシ、携帯型ゲーム機、懐中電灯、ETC
カーナビ、小型家電の付属品、リモコン、充電器、ケーブ
ル等

古紙・古布の出し方
　古紙類（新聞紙、雑誌・雑がみ、段ボール、紙パック）は
種類ごとにビニールひも等で十文字にしばって出して
ください。
　古布は、ビニールひも等で十文字にしばって透明な
ビニール袋、不燃ごみ専用袋、資源物専用袋に入れてく
ださい。

粗大ごみの出し方
　①戸別収集、②常総環境センターへ自ら搬入の2通
りがあります。詳しくは「家庭ごみ分別の手引き」をご
覧ください。

収集しないごみ

　飲食店・商店・事業所・食品店の事業活動に伴って生
じるごみのことです。自ら処理するか、廃棄物収集運搬
許可業者に委託して処理してください。（ごみ集積所に
は出せません）

事業系ごみ

※一時多量（引越しなど）のごみ（有料）
　事前に環境対策課または藤代総合窓口課で搬入許可
申請を行い、許可を受けてから常総環境センターに搬
入してください。
▶処理施設　常総環境センター
　　　　　　守谷市野木崎4605
　　　　　　 0297-48-2314
▶手 数 料 10kgにつき157円（143円＋消費税率

10％）
▶受入日時 月～金曜日　午前9時～午後4時�

※年末年始（12月29日～1月3日）・祝日を除
く

常総環境センターへの直接搬入について

　ガスボンベ・ボタン電池・消火器・ピアノ・農薬・劇薬・
火薬・バッテリー・コンクリート・浄化槽・保温材・廃油・
塗料・医療廃棄物・石膏ボード・焼却灰・瓦・ブロック（こ
れらに類似するものも収集できません）

家庭系ごみ

有害ごみの出し方
　乾電池や水銀使用の体温計（電子式体温計は不燃ご
み）・蛍光管など（割らない）の有害ごみは、取手庁舎・藤
代庁舎・取手駅前窓口・公民館に設置された回収箱に出
してください。
　ボタン電池は、環境対策課へお問い合わせください。

　テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコ
ン、パソコン、バイクは収集できません。購入した販売
店などにお問い合わせください。

収集できないもの

安心おもいやり収集
　ごみ集積所までごみを運ぶことが困難な高齢者、身
体障害者などの世帯のごみ出しを支援する安心おもい
やり収集を実施しています。利用には申請が必要です
ので、環境対策課へお問い合わせください。
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